
 
○農地情報バンクとは？ 

低利用農地・遊休農地の売買又は賃借希望等の情報を収集し、経営を拡大したい農家・新規就農希望

者に対して一元的に農地情報の提供を行うものです。 

～足利市農地情報バンクの流れ～ 

 

 

 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足利市農地情報バンクに関する詳しいお問い合わせは… 

足利市農業委員会事務局 

TEL：0284-20-2238/2239 
FAX：0284-20-2140 E メール：nougyou@city.ashikaga.lg.jp 

〒326-8601 栃木県足利市本城３丁目２１４５番地 

足利市ホームページ http://www.city.ashikaga.tochigi.jp 
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農地登録 

情報発信 

① 登録申込 

登録カードを農業委員会

事務局へ提出してくださ

い。（本庁舎２階） 

① 利用（購入）申込 

利用（購入）を希望する農地が

見つかった場合、利用申込カ

ードを農業委員会事務局へ提

出してください。（本庁舎２階） 

②農地利用の申し出があった場合 

（１）農家資格が有る方→農地法３条許可申請や利用権設定の手続きをしていただきます。 

（２）農家資格が無い方→所有者と農園利用契約を結んでもらいます。 

▷将来的には各地区の農産物直売所等を紹介します。 

  

http://www.city.as/#hikaga.tochigi.jp

